
第６回 共同実施事業管理委員会 新型コロナウイルス感染症対策作業部会 

議事要旨 

 

日時：令和 3 年 4 月 28 日（水）13:15～13:35 

会場：東京都庁第一本庁舎 33 階南側 A-1・A-2 会議室 

 

 

１ 開会 

 

２ 議事 

（１）無症状/軽症者の療養用宿泊施設の借上げについて 

＜説明・確認＞ 

・事業の概要について組織委員会から説明。個別案件確認表について、組

織委員会及び東京都からそれぞれ説明。 

・「新型コロナウイルス感染症対策関連の経費の基本的な考え方」の４点

に対応していることを確認。 

＜質疑、意見など＞ 

 ・パラリンピック選手も宿泊すると思うが、バリアフリーの対応などにつ

いては、IOC、IPC、各競技団体の声を踏まえて、施設を決定したという

理解でよいか。 

  ⇒IPCの意向を確認しており、できる限りバリアフリー対応をしてもら

うよう業者と調整している。 

 ・ホテルを利用する対象が「選手等」と広く括られているが、想定される

のは、アスリート以外にどのような人か。 

  ⇒帯同の NOCの方など、選手と常に行動する方々を想定している。いわ

ゆる選手村に入れる人たちが今回の利用の対象となっている。 

 ・ホテルには、医師や看護師が常駐すると思うが、人数等の配置基準は組

織委で決めているのか。 

  ⇒基本的には東京都の療養施設に準じた形を考えている。医師は常駐を

目指して探しているが、難しければ往診やリモート対応も考えつつ準

備を進めている。 

・パラリンピックの閉会式は 9月 5 日だが、原状回復期間を除き、借上げ

期間を 20日までとしているのはなぜか。 

 ⇒閉会式に発症した場合、10日間の隔離が必要となるので、幅を持たせ

て 20日までとしている。 

 

３ 意見交換 

・大会まで残りわずかであるが、まだ準備に必要となる契約が多く残って



いる。大会準備が滞ったりしないよう、作業部会の回数を増やすなど、

ご協力をお願いしたい。 

 ⇒公費が入るということもあってしっかり確認しなければならない。大

会が近づき、件数が増えてきたこともあるので、作業部会の回数を増

やすなど、調整をしていきたいと考えている。 

 

４ 閉会 


